
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

事
務

・
権

限
に
関

す
る
こ
れ

ま
で
の

政
府
方

針
等
に
つ
い
て

○
地
方
公
共
団
体
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
、
国
に
準
ず
る
も
の
と
し
て

法
律
上
位
置
づ
け
る
。

○
同
事
業
に
お
い
て
必
要
と
な
る
国
の
シ
ス
テ
ム
・
端
末
を
、
地
方
の
職
員
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

地
方

分
権
委
第
２
次
勧
告

（
H

2
0.

1
2.

8
地

方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
）

出
先

機
関

改
革

に
係
る
工
程
表

（
H

2
1.
３

.2
4地

方
分
権
改
革
推
進
本
部
決
定
）

○
厚

労
大
臣
と
知
事
が
結
ん
だ
協
定

に
定
め
ら
れ

た
業

務
の
範
囲
内
で
、
知
事
が

労
働

局
長
に
指
示

で
き
る
仕
組
み

。
○

平
成

2
4
年
度
か
ら
、
埼
玉
県
と
佐
賀
県
で
実
施

【
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
特
区
】

○
国

が
行

う
無
料
職
業
紹
介
と
、
地
方
が
行
う
福
祉
等
の
相
談
業
務
等
の

一
体

的
実
施
が
可
能
と
な
る
よ
う
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

○
国

は
地

方
自
治
体
か
ら
の
特
区
制
度
等
の
提
案
に
も
誠
実
に
対
応
。

具
体
的
な
制
度

は
、
国
と
地
方
自
治
体
が
協

議
し
て
設
計
。

○
一
体
的
な
実

施
を
３
年
程
度
行
い
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
も
成
果
と

課
題
を
十
分
検
証
し
、
地
方
自
治
体
へ
の
権
限
移
譲
に
つ
い
て
検
討
。

そ
の
際
、
ＩＬ

Ｏ
第

8
8
号
条
約
と
の
整
合
性
等

に
留
意
。

ア
ク
シ
ョ
ン
・
プ
ラ
ン
～
出
先
機
関
の
原
則

廃
止
に
向

け
て
～

（
H

2
2
.1

2
.2

8
閣

議
決

定
）

○
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
窓
口
と
、
地
方
公
共
団
体
の

福
祉

相
談
等
の
窓
口
を
同
一
施
設
内
に
併
設

し
、

こ
れ
ら
の
業
務
を
一
体
的
に
実
施
。

○
平

成
2
3
年
度
開
始

3
3
都
道
府
県
、

1
1
6
市
町
村
ま
で
拡
大

（
H

2
7
.9

.1
）

【
一

体
的
実
施
】

●
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の

求
人
情
報
を
地
方
公
共

団
体
に
オ
ン
ラ
イ
ン
で
提
供
す
る
取
組
に
つ
い
て
、
地
方
公

共
団
体
が
行
う
無
料
職
業
紹
介
事
業
が

公
的
性
格
を
持
つ
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
費
用
負
担
を
極
力
抑
え
る
と
と
も
に
専
門
性
向
上
の
た
め
の
支
援
を
行
い
つ
つ
、
積

極
的

に
進

め
る
。

●
○

「
一

体
的
実
施
」
、
「
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
特

区
」
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の

求
人
情
報
の
地
方

公
共
団
体
へ
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供
な
ど
を
通
じ
、

地
方

公
共
団

体
と
一
体
と
な
っ
た
雇
用
対
策
を
推
進
。

●
○

以
上

の
取
組
の
成
果
と
課
題
を
検
証
し
、
そ
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
事
務
・
権
限
の
移
譲
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
検
討
・
調
整
。

そ
の
際
に
は
、

IL
O
第

8
8
号
条
約
と
の
整
合
性
、
都
道
府
県
を
越
え
た
職
業
紹
介
の
適
切
な
実
施
、
雇
用
対
策
に
お
け
る
機
動
性
の
担
保
、

保
険
者
の
変
更
等
雇
用
保
険
財
政
の
根
本
に
関
わ
る
議
論
等
に
留
意
す
る
。

●
○

地
方
公
共
団
体
が
行
う
無
料
職
業
紹
介

事
業
を
、
国
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
法
律
上
位
置
づ
け
る
な
ど
の
措
置
を
講
ず
る
。

○
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
求
職
情
報
を
平
成

2
7
年
度
か
ら
地
方
公
共
団
体
に
提
供
。

※
●

に
つ

い
て
は
、

H
2
5
.1

2
.2

0
閣
議
決
定
の
記
載

事
項

、
○

に
つ

い
て
は
、

H
2
7
.1

.3
0
閣

議
決

定
の
記

載
事

項

○
平

成
2
6
年

9
月
開

始
4
3
都
道
府
県
、

1
76
市
町
村
で
実
施

【
求

人
情
報
の
オ
ン
ラ
イ
ン
提
供

】

経
済

財
政

改
革
の
基
本
方
針

2
00

7
（H

19
.6

.1
9
閣
議
決
定
）に

お
い
て
、
「
地

方
支
分

部
局
の
抜

本
改

革
に
向

け
、
地

方
へ

の
移

譲
と
合
理
化
を
地

方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
に
お

い
て
検

討
す

る
。
」
と
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
た
対

応

●
事

務
・権

限
の
移
譲
等
に
関
す
る
見

直
し
方

針
に
つ
い
て

(H
2
5.

1
2.

2
0閣

議
決
定

)

○
平

成
26

年
の
地
方
か
ら
の
提
案
等
に
関

す
る
対

応
方

針
（H

2
7
.1

.3
0閣

議
決
定
）
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経済財政改革の基本方針 2007（抜粋） 

平成 19年 6月 19日 

閣 議 決 定 

 

第３章 21 世紀型行財政システムの構築 

 

８．地方分権改革 

戦後レジームから脱却するため、国が地方のやるべきことを考え、押し付ける

という、今までの国と地方の関係を大胆に見直し、「地方が主役の国づくり」を

目指す。あわせて、地方分権改革の総仕上げである道州制実現のための検討を加

速する。 

 

【改革のポイント】 

３．地方支分部局を大胆に合理化する抜本改革に向けた検討を行う。 

 

【具体的手段】 

（３）地方支分部局の抜本改革 

地方支分部局の抜本改革に向け、「地方分権改革推進法」に沿った地方への

移譲と合理化を「地方分権改革推進委員会」において検討する。 
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第２次勧告（抜粋） 

平成 20年 12月８日 

地方分権改革推進委員会 

 

第２章 国の出先機関の見直しと地方の役割の拡大 

 

４ 出先機関の改革の実現に向けて 

（前略）なお、国の出先機関について、新組織に移行するまでの間においても、政府に

おいては、厳格な定員管理によるスリム化など減量・効率化を徹底し、簡素で効率的な行

政運営に努めていただきたい。その際には、当委員会の調査で明らかになったものも含め、

国の出先機関から関連公益法人等の外郭団体への業務委託や支出などの見直しを徹底す

ることが必要である。 

また、今般の事務・権限の見直し後に国に残る業務についても、引き続き地方分権を推

進していく観点から不断の見直しを行い、将来的にこれを地方に移譲する方向で検討して

いくことが必要である。（中略） 

 

これらの改革により、別添試算のとおり、まず総人件費改革などでも定められた約 7,700 

人の人員削減を行うとともに、直轄国道や一級河川の地方への移管、農林統計等の農政関

係の事務の見直しを中心に１万人程度を出先機関から地方に移す。さらに将来的には、国

のハローワークや公共事業関係の職員の地方への移管を行うことなどにより、出先機関職

員のうち、合計３万 5,000 人程度の削減を目指すべきであると考える。（後略） 

 

 

５ 個別出先機関の事務・権限の見直しと組織の改革 

（２）組織の改革 

① 個別出先機関の組織の改革の方向 

〔厚生労働省関係〕 

都道府県労働局 

○ 別紙２のとおり事務・権限の見直しを行い、現行の組織を廃止して、ブロック機関に

集約し、地方厚生局と統合する。  

○ 労働基準監督署及びハローワーク（公共職業安定所）は、ブロック機関の下に置く。 

※ 現下の厳しい経済・雇用情勢にかんがみ、国と地方自治体とが協働して地域における

雇用対策を強力に推進する体制をただちに整えるべきである。このため、地方自治体が

行う公共無料職業紹介事業を拡大し、地域の雇用対策が最大限の効果を発揮できるよう

に改める。こうした地方自治体の役割の拡大に伴い、国の役割としての全国ネットワー

クの維持や雇用保険給付との不可分性にも留意しつつ、将来的には、国のハローワーク

の漸次縮小をはかるべきである。 
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第２次勧告 別紙２ 

（第２章５（１）関係） 

 

個別出先機関の事務・権限の見直し事項一覧表（抜粋） 

 

厚生労働省 都道府県労働局 

本局等の 

内部組織 
関係する下部機関 事務・権限 見直しの内容 

 

職業安定部 

等 

－ 国以外の者が行う職業紹

介事業、労働者の募集、労

働者供給事業及び労働者

派遣事業の監督（地方自治

体が行う無料職業紹介事

業の監督） 

地方自治体が行う無料職業紹介

事業について、民間とは明確に異

なる公的性格を持つものであり、

国に準ずるものとして法律上位

置づける。 

公共職業安定所 

出張所 

職業安定法に基づき公共

職業安定所が行う無料職

業紹介事業 

地方自治体が行う無料職業紹介

事業については、民間とは明確に

異なる公的性格を持つものであ

り、国に準ずるものとして法律上

位置づける。 

また、同事業において必要となる

国のシステム・端末を、地方の職

員が利用できるようにする。 

公共職業安定所 

出張所 

雇用保険法に基づく雇用

保険の適用・認定・給付等 

雇用保険の適用・認定・給付等に

係る業務のうち、雇用保険の受給

資格決定に必要な書類の受付な

どの窓口業務については、地方自

治体が自ら行う無料職業紹介の

窓口においても実施できるよう

にする。 

 

（※ 出先機関改革に係る工程表（平成 21 年３月 24 日地方分権改革推進本部決定）も同内容。） 

4



アクション・プラン ～出先機関の原則廃止に向けて～（抜粋） 

平成２２年１２月２８日 

閣 議 決 定

国のかたちを変えて、住民に身近な行政はできる限り地方自治体に委ね、地域にお

ける行政を地方自治体が自主的かつより総合的に実施できるよう出先機関の事務・権

限をブロック単位で移譲すること等により、出先機関改革を下記のとおり進める。 

記 

２ 地方自治体が特に移譲を要望している事務・権限については、次のように整理す

る。 

（３）公共職業安定所（ハローワーク） 

利用者である地域の住民の利便性を向上させる観点から、まずは、希望する地方

自治体において、国が行う無料職業紹介、雇用保険の認定・給付等の事務と地方が

行う無料職業紹介、職業能力開発、公営住宅、福祉等に関する相談業務等が、地方

自治体の主導の下、運営協議会の設置などにより一体的に実施され、利用者の様々

なニーズにきめ細かく応えることが可能となるよう、所要の措置を講ずることとす

る。その際、国は地方自治体からの特区制度等の提案にも誠実に対応することを基

本とし、国の求人情報等の地方自治体への提供等当該一体的な実施の具体的な制度

の内容については、地方自治体の実情に応じて、国と地方自治体が協議して設計す

る。 

上記について速やかに着手し、当該一体的な実施を３年程度行い、その過程にお

いてもその成果と課題を十分検証することとし、広域的実施体制の枠組みの整備状

況も踏まえ、地方自治体への権限移譲について検討することとする。その際には、

ＩＬＯ第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対

策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留

意する。 
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事務・権限の移譲等に関する見直し方針について（抜粋） 

 

平成２５年１２月２０日  

閣 議 決 定  

 

２ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等に関する見直し 

【厚生労働省】 

（１）職業安定法（昭 22法 141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び 

派遣労働者の保護等に関する法律（昭 60法 88） 

国以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣

事業の指導監督、地方公共団体が行う無料職業紹介事業の指導監督及び公共職

業安定所が行う無料職業紹介事業については、以下の方向性により見直す。 

（ⅰ）公共職業安定所（ハローワーク）の求人情報を地方公共団体にオンライ

ンで提供する取組について、地方公共団体が行う無料職業紹介事業が公的

性格を持つことに鑑み、その費用負担を極力抑えるとともに専門性向上の

ための支援を行いつつ、積極的に進める。 

（ⅱ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体

の業務を一体的に実施する取組（以下「一体的実施」という。）、「ハロー

ワーク特区」の取組など、公共職業安定所（ハローワーク）と地方公共団

体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった雇用対

策をこれまで以上に推進する。 

（ⅲ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・

権限の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ILO

第 88 号条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用

対策における機動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる

議論等に留意する。 

（ⅳ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる

公的性格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなど

の措置を講ずる。 

 

（33）雇用保険法（昭 49法 116） 

雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が一体的実施

を行う施設における雇用保険関係業務の実施について、地方公共団体の希望を

踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極的に取り組む。 
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平成26年の地方からの提案等に関する対応方針（抜粋） 

 

平成27年１月30日 

閣 議 決 定 

 

４ 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等 

【厚生労働省】 

（１）職業安定法（昭 22 法 141）及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労

働者の保護等に関する法律（昭 60 法 88） 

公共職業安定所（ハローワーク）が行う無料職業紹介事業、地方公共団体が行う無

料職業紹介事業の指導監督並びに国以外の者が行う職業紹介、労働者の募集、労働者

供給事業及び労働者派遣事業の指導監督については、以下の方向性により見直す。 

（ⅰ）国と地方公共団体が同一施設内で国の無料職業紹介事業と地方公共団体の業務

を一体的に実施する取組（一体的実施）、「ハローワーク特区」の取組、ハローワ

ークの求人情報を地方公共団体にオンラインで提供する取組など、ハローワーク

と地方公共団体との一層の連携強化の取組を通じ、地方公共団体と一体となった

雇用対策をこれまで以上に推進する。 

（ⅱ）以上の取組の成果と課題を検証し、その結果等を踏まえ、これらの事務・権限

の移譲等について、引き続き検討・調整を進める。その際には、ＩＬＯ第 88 号

条約との整合性、都道府県を越えた職業紹介の適切な実施、雇用対策における機

動性の担保、保険者の変更等雇用保険財政の根本に関わる議論等に留意する。 

（ⅲ）地方公共団体が行う無料職業紹介事業について、民間とは明確に異なる公的性

格を持つものであり、国に準ずるものとして法律上位置付けるなどの措置を講ず

る。 

（ⅳ）ハローワークの求職情報を地方公共団体に提供する取組を、平成 27 年度から

開始する。 

 

（９）雇用保険法（昭 49 法 116） 

雇用保険の適用、認定、給付等については、国と地方公共団体が同一施設内で国の

無料職業紹介事業と地方公共団体の業務を一体的に実施する取組（一体的実施）を行

う施設における雇用保険関係業務の実施について、引き続き、地方公共団体の希望を

踏まえ、利用者から十分なニーズが見込める場合には、積極的に取り組む。 
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